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意見提出者 個人 

 
１．項目 フィルタリング促進の抑制 
２．既存の制

度・規制等

によってＩ

ＣＴ利活用

が阻害され

て い る 事

例・状況 

フィルタリングの導入により、政治家・学者のブログや児童虐待などの社

会的問題を取り扱うサイトが閲覧できなくなる事例が多発している。 
これでは、ICT 活用を阻害すると共に、情報公開の恣意的な操作、メディ

アリテラシー能力の低減など様々な弊害が起きる危険性がある。 
また、各地の条例で、情報端末の所持の著しい制限、可決されていないも

のの、フィルタリングの事実上の強制を図る動きが多発している。 
これらは社会の ICT 活用の動きに対して、取り残される人々が増える危険

性がある。 
３．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の根

拠 

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関

する法律」全文 
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」 第 18 条の７～9 
（東京都） 

４．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の見

直しの方向

性について

の提案 

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関

する法律」を廃止。 
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」第 18 条の７～9 の削除し、不

要な法規制を減らすべきである。 

 


